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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第109期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間

第110期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間

第109期

会計期間
自　平成21年４月１日 
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日 
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

売上高 (百万円) 54,262 53,812 209,381

経常利益 (百万円) 3,372 2,362 8,305

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,048 865 3,553

純資産額 (百万円) 51,363 51,846 53,190

総資産額 (百万円) 141,834 139,583 142,331

１株当り純資産額 (円) 289.25 293.02 297.94

１株当り四半期
(当期)純利益

(円) 11.64 5.10 20.41

潜在株式調整後
１株当り四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 35.9 35.4 35.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,804 1,855 19,667

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,584 △1,748 △7,364

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,880 △220 △13,176

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 3,436 4,111 4,224

従業員数 (名) 1,802 2,030 1,993

(注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当り四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 2,030（827）

(注) １  従業員数は就業人員であります。

２  従業員数欄の(外書)は、臨時従業員数の当第１四半期連結会計期間における平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 1,104（139）

(注) １  従業員数は就業人員であります。

２  従業員数欄の(外書)は、臨時従業員数の当第１四半期会計期間における平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりとなります。
　

セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同四半期比（％）

　製粉事業 12,415 ─

　油脂事業 8,622 ─

　ぶどう糖事業 5,441 ─

　家庭用食品事業 121 ─

　飼料事業 5,683 ─

　合計 32,284 ─

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２　金額は製造原価によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　　　３　当該内容は、製品ベースの生産実績によっております。なお、倉庫事業、不動産事業及びその他は生産活

　動を行っていないため、記載しておりません。

　
(2) 受注実績

当グループは、受注生産を行っておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりとなります。
　

セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

　製粉事業 13,745 ─

　油脂事業 11,539 ─

　ぶどう糖事業 7,248 ─

　家庭用食品事業 6,306 ─

　飼料事業 13,587 ─

　倉庫事業 896 ─

　不動産事業 420 ─

　その他 66 ─

　合計 53,812 ─

　(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引については相殺消去しております。

３　総販売実績に対する輸出高の割合が10％未満のため、記載を省略しております。

４　総販売実績に対する主要な取引先の販売実績の割合が10％未満のため、記載を省略しております。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間の我が国経済は、世界的な景気後退からは徐々に立ち直りつつあるものの、

依然として先行き不透明な状況にあります。食品業界におきましても、消費低迷により競争は激化してお

り、厳しい環境が続いております。

  原料穀物相場につきましては、前年同四半期と比較して下落傾向にあり、また、４月より輸入小麦の政

府売渡価格が引き下げられたことから、販売価格についても前年同四半期と比較して下落傾向にありま

した。

  このような状況の中、当グループは、2009年（平成21年）よりスタートした「中期経営計画09－11」の

５つの基本戦略「①財務体質の強化」「②成長分野への注力」「③基盤事業の再成長」「④グループシ

ナジーの追求」「⑤ＣＳＲ経営の推進」の下、具体的な施策の推進に努めてまいりました。

  これらの結果、内食回帰のトレンドにより家庭用プレミックスの販売が好調に推移したことや、昨年11

月に奥本製粉㈱が連結子会社に加わったことにより販売数量は前年同四半期を上回りましたが、穀物相

場が前年同四半期に比べて低位に推移した影響により販売価格が前年同四半期を下回った結果、連結売

上高は53,812百万円と前年同四半期に比べ450百万円（0.8％）の減収となりました。利益面では生産・

販売効率の改善による全社的なコスト削減に努めましたが、穀物相場の影響により販売価格が前年同四

半期を下回ったことなどにより、営業利益は2,207百万円と前年同四半期に比べ1,318百万円（37.4％）

の減益、経常利益も2,362百万円と前年同四半期に比べ1,009百万円（29.9％）の減益となりました。ま

た、四半期純利益も特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を計上したことなどにより865

百万円と前年同四半期に比べ1,182百万円（57.7％）の減益となりました。

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　

＜製粉事業＞

輸入小麦の政府売渡価格が４月に平均５％引き下げられたことに伴い、業務用小麦粉の製品価格を値

下げしましたが、提案型の営業活動を展開したことや昨年11月に奥本製粉㈱が連結子会社に加わったこ

となどにより小麦粉製品全般の販売数量は増加しました。

  これらの結果、製粉事業の売上高は13,745百万円、営業利益は881百万円となりました。
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＜油脂事業＞

業務用食用油、業務用天ぷら粉、業務用パスタなどの主力製品の販売数量は、顧客ニーズを捉えた営業

活動により好調に推移しましたが、販売価格については、穀物相場や市場相場の影響により軟調に推移し

ました。

  これらの結果、油脂事業の売上高は11,539百万円、営業利益は684百万円となりました。

　

＜ぶどう糖事業＞

糖化製品につきましては、「水あめ」の大手顧客向けの販売が好調でしたが、前期より引き続き糖質を

抑えた低カロリー飲料への需要シフトや、５月から６月にかけての天候不順の影響により、飲料メーカー

向けの販売数量は低調に推移しました。販売価格につきましても、穀物相場が低位に推移した影響により

前年同四半期に比べて下落傾向となりました。

  これらの結果、ぶどう糖事業の売上高は7,248百万円、営業利益は55百万円となりました。

　

＜家庭用食品事業＞

家庭用プレミックスの天ぷら粉、お好み焼粉、ホットケーキミックスについては、「内食回帰」「手作

り回帰」のトレンドの影響もあり、販売数量は好調に推移しました。家庭用食用油『オレインリッチ』

は、「天然」「健康」「美味しさ」のコンセプトが消費者の食に対する安心安全を求めるニーズに支持

されて、販売数量を伸ばしましたが、家庭用食用油全般ではやや低調な販売数量となりました。

  これらの結果、家庭用食品事業の売上高は6,306百万円、営業利益は334百万円となりました。

　

＜飼料事業＞

飼料事業につきましては、販売数量の拡大に努めた結果、配合飼料の販売数量は増加しました。一方、利

益面では、４月以降の製品価格の値下げや九州地区での口蹄疫の影響等を受け減益傾向となりました。

  これらの結果、飼料事業の売上高は13,587百万円、営業利益は23百万円となりました。

　

＜倉庫事業＞

倉庫事業は、貨物獲得競争が激化する中、商社や主要ユーザーとの取り組みを強化し荷役量の増加に努

めました。

  これらの結果、売上高は896百万円、営業利益は201百万円となりました。

　

＜不動産事業＞

不動産事業は、オフィス用賃貸ビルの賃料収入はほぼ前年同四半期並みとなりましたが、商業施設用ビ

ルの賃貸収入が減少しました。

  これらの結果、売上高は420百万円、営業利益は257百万円となりました。

　

＜その他＞

保険代理業、自動車等リース業、運輸事業等をあわせたその他事業の売上高は66百万円、営業利益は６

百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当グループは財政状態の健全化を図るべく、有利子負債の削減に向けて、高付加価値製品の拡販や製品

販売価格の改定など収益性の向上を図るとともに、たな卸資産の圧縮に努めてまいりました。また、設備

投資を充実させることにより、食の安心・安全や、機能性に優れた食品の提供、生産効率の向上を図って

まいりました。

総資産は、139,583百万円と前連結会計年度末と比較して2,747百万円減少しております。主な減少要因

は、売掛債権が減収により963百万円減少したこと、投資有価証券が期末時価評価の洗い替えなどにより

1,094百万円減少したこと、有形固定資産が減価償却の実施などにより838百万円減少したことでありま

す。一方、主な増加要因は、たな卸資産が在庫数量の増加に伴い1,183百万円増加したことであります。 

  負債は、87,736百万円と前連結会計年度末と比較して1,404百万円減少しております。主な減少要因は、

未払法人税等が985百万円減少したこと、設備関係債務の減少により未払金が1,470百万円減少したこと

であります。一方、主な増加要因は、有利子負債が1,453百万円増加したことであります。

  純資産は、51,846百万円と前連結会計年度末と比較して1,343百万円減少しております。主な要因は、四

半期純利益865百万円の計上、期末配当金の支払による1,192百万円の減少、自己株式の取得による474百

万円の減少やその他有価証券評価差額金の期末時価評価洗い替えによる459百万円の減少であります。

　
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,747

百万円、減価償却費1,792百万円等による資金の増加がありましたが、法人税等1,573百万円の支払等が

あった結果、合計では1,855百万円の収入となり、前年同四半期に比べ2,948百万円（61.4%）減少しまし

た。

  投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得で1,915百万円の資金を使用した結

果、合計では1,748百万円の支出となり、前年同四半期に比べ163百万円（10.3%）支出が増加しました。

  財務活動によるキャッシュ・フローについては、これらで得たフリー・キャッシュ・フロー107百万

円、長期借入れによる収入2,000百万円を原資として、自己株式の取得による支出474百万円、配当金1,192

百万円の支払等を行った結果、220百万円の支出となり、前年同四半期に比べ4,660百万円（95.5%）支出

が減少しました。

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は4,111百万円となり、前連結

会計年度末に比べ113百万円（2.7%）の減少となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等は次のとおりであります。

　
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針（以下「基本方

針」といいます。）並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策

（以下、「本プラン」といいます。）を導入しております。

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、

特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利

益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には

株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。 

  ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けること

ができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある

ものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決

定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。 

  そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様の

ために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考えてい

ます。

　

２．本プラン導入の目的 

　当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株

主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行なおうと

する者との交渉の機会を確保するために、本プランを導入することといたしました。 

  本プランは、以下の通り、当社株券等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定

するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者

に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に資さない当社株券等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を

行なうものです。 

  なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、一

定の場合に、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれ

かを選択し実施するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することと

しています。

  なお、当社は、現時点において当社株券等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありませ

ん。
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３．本プランの内容 

１）本プランに係る手続き 

① 対象となる大規模買付等 

　本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社

取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合

を適用対象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予

め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。 

(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け 

(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係

者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

②「意向表明書」の当社への事前提出 

　買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模

買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明

書」といいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。 

具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。 

(ⅰ)買付者等の概要 

  (イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地 

  (ロ) 代表者の役職及び氏名 

  (ハ) 会社等の目的及び事業の内容 

  (ニ) 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要 

  (ホ) 国内連絡先 

  (ヘ) 設立準拠法 

(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出前60日間における買付者等の当社

の株券等の取引状況 

(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の　

株券等の種類及び数、並びに大規模買付等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投

資、大規模買付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等その他の目的がある場合

には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みま

す。） 

③「本必要情報」の提供 

  上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、

当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要

情報」といいます。）を提供していただきます。 

  まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（初日不算

入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先

に発送いたしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただ

きます。 

  また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及

び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当

社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供

していただきます。 

  なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報
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リスト」の一部に含まれるものとします。 

(ⅰ)買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成

員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含み

ます。） 

(ⅱ)大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容

（経営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕

組み、買付予定の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法

性を含みます。） 

(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付

等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取し

た場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を

含みます。） 

(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法

及び関連する取引の内容を含みます。） 

(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容

及び当該第三者の概要 

(ⅵ)買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重

要な契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手

方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容 

(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三

者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となって

いる株券等の数量等の当該合意の具体的内容 

(ⅷ)大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る

利害関係者の処遇等の方針 

(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

  なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提供がなされた事実とその概要及び本必要情報の

概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判

断する時点で開示いたします。 

  また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨

を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いた

します。 

④取締役会評価期間の設定等 

  当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)

又は(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立

案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。 

(ⅰ)対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする公開買付けの場合には

最大60日間 

(ⅱ)その他の大規模買付等の場合には最大90日間 

  ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長で

きるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知する

と共に株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。 
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  当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買

付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向

上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これ

らの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に

通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で

大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提

示することもあります。 

⑤ 取締役会の決議 

  当社取締役会は、上記④の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行

うものとします。 

(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合 

  当社取締役会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合には、対抗措置

の発動の決議を行うものとします。 

(ⅱ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合 

  (イ)買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められ

る場合 

  当社取締役会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守した場合であっても、買付者等

による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合には、対

抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認するために下記⑥に定める手続きを

行うものとします。 

  この場合、当社取締役会は、下記⑥に定める株主意思確認総会又は書面投票の決定に従って、当社の企

業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行う

ものとします。 

  (ロ)買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと

認められる場合 

  当社取締役会は、買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうも

のではないと認められる場合には、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。 

  当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを

問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行いま

す。 

⑥株主意思の確認 

  当社取締役会は、上記⑤(ⅱ) (イ)に該当する場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会に

おける株主投票、又は書面投票のいずれかを選択し実施するものとします。 

  株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。 

  株主意思の確認を行う場合は、当社取締役会は、速やかに、投票権を行使できる株主を確定するための

基準日（以下「投票基準日」といいます）を定めます。株主意思の確認手続きにおいて投票権を行使す

ることができる株主は、投票基準日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主とし、

投票権は議決権１個につき１個とします。投票基準日は、取締役会検討期間が満了した後、関係法令及び

証券保管振替機構による実質株主確定に必要な日数から導き出される最も早い日とし、公告は投票基準

日の２週間前までに行うものとします。 

  当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会又は書面投票のいずれによって株主意思の

確認を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。株主意思確認総会におけ
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る投票の場合、総株主の投票権の３分の１以上を有する株主が出席し、その投票権の過半数をもって賛否

を決するものとします。書面投票による場合、総株主の投票権の３分の１以上を有する株主が投票を行

い、その投票権の過半数をもって賛否を決するものとします。 

  また、当社取締役会は、株主意思確認総会又は書面投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締

役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。 

⑦対抗措置の中止又は発動の停止 

  当社取締役会が上記⑤の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付

者等が大規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係

等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置

を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は

発動の停止を行なうものとします。 

  当社取締役会は、上記決議を行なった場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判

断する事項について、情報開示を行ないます。 

⑧大規模買付等の開始 

  買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の不発動

の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。 

２）本プランにおける対抗措置の具体的内容 

  当社取締役会が上記１）⑤に記載の決議に基づき発動する対抗措置のひとつとしては、新株予約権の

無償割当を想定しています。ただし、対抗措置の発動に当たっては、その必要性及び相当性を勘案した上

で本分野に係る判例や具体的な事例を考慮しつつ、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるそ

の他の対抗措置を行うこともあります。 

  当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記１）⑦に記載の通り、対抗

措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予

約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記１）

⑦に記載の決議を行なった場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落

ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生

日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等

の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。 

３）本プランの有効期間、廃止及び変更 

  本プランは、平成20年２月22日の取締役会決議において導入しましたが、第107回定時株主総会におい

て承認を得て、平成23年６月開催予定の定時株主総会終結の時までを有効期間としております。 

  ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議が

なされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社

の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合に

は、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

  なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又は

これらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プラ

ンを修正し、又は変更する場合があります。 

  当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変

更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。 
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４．本プランの合理性 

１）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上

の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。 

２）当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

　本プランは、上記２．に記載の通り、当社株券等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付

等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要

な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社

の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

３）株主意思を重視するものであること 

　本プランは、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付等がなされた場合を除

き、買付者等による大規模買付等に対する対抗措置の発動について株主の皆様のご意思を直接確認する

ものです。 

　また、当社は、取締役会において決議された本プランを第107回定時株主総会で承認を得ておりますが、

その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決

議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様の

ご意思が十分反映される仕組みとなっています。 

４）合理的な客観的発動要件の設定 

　本プランは、上記３．１）に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されな

いように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

５）デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

　上記３．３）に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会に

より、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防

衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありませ

ん。 

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代

を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
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５．株主の皆様への影響 

１）本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

　本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に株主

及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与える

ことはありません。 

　なお、前述の３．１）に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対

する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注

意ください。 

２）本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響 

　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当

て期日における株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保有する株式

１株につき本新株予約権２個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このよう

な仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当

たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また

当社株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に

係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 

　ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何

らかの影響が生じる場合があります。 

　なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記３．１）⑦に記載

の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株

式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主

が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付

しない場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じな

いことになるため、当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った

投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。 

　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、買

付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以

外の株主及び投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響

を与えることは想定しておりません。 

　当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実施にあたり、新株予約権の発行要項、当社株売買に当

たって損害を被る可能性がある旨、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行い

ます。 

３）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き 

① 名義書換の手続き 

　当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会において割当て期日

を定め、これを公告します。割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された

株主の皆様に新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれましては、公告された割当

て期日までに株式の名義書換手続きを行っていただく必要があります。なお、証券保管振替機構に対する

預託を行っている株券については、名義書換手続きは不要です。 

② その他の手続き 

　なお、割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様は、当該

新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要

です。 

　また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生
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じる可能性があります。（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）

　以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無

償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令

及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内

容をご確認下さい。

　
(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、454百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

  また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 720,000,000

計 720,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 180,649,898180,649,898

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は1,000株
であります。

計 180,649,898180,649,898― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年６月30日 ─ 180,649,898─ 12,778 ─ 3,270

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 　 平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
― ─

普通株式 10,248,000

（相互保有株式）
─ ─

普通株式 37,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 169,105,000 169,105 ─

単元未満株式 普通株式 1,259,898― ―

発行済株式総数 180,649,898― ―

総株主の議決権 ― 169,105 ―

(注) １　証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に7,000株（議決権７個）、「単

元未満株式」欄の普通株式に400株含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式928株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
昭和産業㈱

東京都千代田区内神田
２丁目２－１

10,248,000─ 10,248,0005.7

（相互保有株式）
共同輸送㈱

宮城県仙台市宮城野区
蒲生２丁目１－５

37,000 ─ 37,000 0.0

計 ― 10,285,000─ 10,285,0005.7

(注)  上記は、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりますが、平成22年６月30日

現在、自己株式を11,998,938株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.6％）保有しております。

　
２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
　

月別
平成22年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 298 289 283

最低(円) 283 262 258

(注) 東京証券取引所市場第一部における株価であります。

　
３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けている。

　

EDINET提出書類

昭和産業株式会社(E00348)

四半期報告書

19/34



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,171 4,527

受取手形及び売掛金 31,147 32,110

有価証券 0 0

商品及び製品 7,442 7,333

仕掛品 1,166 1,010

原材料及び貯蔵品 9,302 8,383

その他 2,021 2,349

貸倒引当金 △270 △259

流動資産合計 54,982 55,454

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 31,001

※1
 31,274

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 17,224

※1
 17,768

土地 19,436 19,436

その他（純額） ※1
 1,365

※1
 1,385

有形固定資産合計 69,027 69,866

無形固定資産

のれん 246 260

その他 549 540

無形固定資産合計 795 801

投資その他の資産

投資有価証券 11,658 12,752

その他 3,820 4,169

貸倒引当金 △700 △713

投資その他の資産合計 14,777 16,208

固定資産合計 84,600 86,876

資産合計 139,583 142,331

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,629 14,813

短期借入金 22,686 22,593

コマーシャル・ペーパー 4,000 4,000

1年内償還予定の社債 420 420

未払法人税等 635 1,621

賞与引当金 492 1,045

資産除去債務 20 －

その他 10,971 11,867

流動負債合計 53,857 56,361
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

固定負債

社債 680 740

長期借入金 19,353 17,933

退職給付引当金 6,347 6,467

役員退職慰労引当金 206 325

債務保証損失引当金 16 14

資産除去債務 326 －

負ののれん 101 124

その他 6,848 7,174

固定負債合計 33,879 32,779

負債合計 87,736 89,140

純資産の部

株主資本

資本金 12,778 12,778

資本剰余金 9,007 9,007

利益剰余金 29,550 29,877

自己株式 △3,339 △2,865

株主資本合計 47,996 48,797

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,459 1,919

繰延ヘッジ損益 △45 45

評価・換算差額等合計 1,414 1,964

少数株主持分 2,436 2,428

純資産合計 51,846 53,190

負債純資産合計 139,583 142,331
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 54,262 53,812

売上原価 43,701 43,834

売上総利益 10,561 9,977

販売費及び一般管理費 ※1
 7,035

※1
 7,769

営業利益 3,525 2,207

営業外収益

受取利息 6 6

受取配当金 128 134

為替差益 119 45

負ののれん償却額 18 22

持分法による投資利益 － 3

その他 109 116

営業外収益合計 382 329

営業外費用

支払利息 175 151

コマーシャル・ペーパー利息 1 0

退職給付費用 176 －

持分法による投資損失 122 －

その他 60 22

営業外費用合計 535 174

経常利益 3,372 2,362

特別利益

固定資産売却益 － 1

負ののれん発生益 － 3

貸倒引当金戻入額 13 14

その他 － 3

特別利益合計 13 23

特別損失

固定資産廃棄損 61 86

固定資産売却損 3 －

投資有価証券評価損 － 260

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 292

その他 0 －

特別損失合計 64 638

税金等調整前四半期純利益 3,320 1,747

法人税、住民税及び事業税 1,075 645

法人税等調整額 169 217

法人税等合計 1,244 863

少数株主損益調整前四半期純利益 － 884

少数株主利益 28 18

四半期純利益 2,048 865
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,320 1,747

減価償却費 1,675 1,792

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 292

売上債権の増減額（△は増加） 476 965

たな卸資産の増減額（△は増加） △127 △1,183

仕入債務の増減額（△は減少） 2,133 △183

その他 △36 △169

小計 7,441 3,260

利息及び配当金の受取額 186 290

利息の支払額 △195 △122

法人税等の支払額 △2,628 △1,573

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,804 1,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △0 △0

定期預金の払戻による収入 2 242

投資有価証券の取得による支出 △4 △7

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 1

有形固定資産の取得による支出 △1,469 △1,915

有形固定資産の売却による収入 2 4

有形固定資産の除却による支出 △32 △35

投融資による支出 △150 △126

投融資の回収による収入 67 87

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,584 △1,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 － △60

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
額（△は減少）

△3,600 △400

長期借入れによる収入 2,000 2,000

長期借入金の返済による支出 △2,039 △86

リース債務の返済による支出 △6 △7

配当金の支払額 △1,232 △1,192

自己株式の取得による支出 △2 △474

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,880 △220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,660 △113

現金及び現金同等物の期首残高 5,097 4,224

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,436

※1
 4,111
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項なし。

　
　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日  至　平成22年６月30日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

（1）「持分法に関する会計基準」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年３月10日公表

分）を適用している。

　これに伴い、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社（その子会社を含む）及び持分法を

適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は、統一する方法に変更している。

　これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。

 

（2）「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用している。

　これにより、営業利益及び経常利益が２百万円、税金等調整前四半期純利益が294百万円それぞれ減少している。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は346百万円である。

 

（3）「企業結合に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基

準』の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日）、「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を

適用している。

 
　
【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

（四半期連結貸借対照表）

前第１四半期連結会計期間において、のれん及び負ののれんについては両者を相殺した差額を「負ののれん」

として表示していたが、のれんについて金額的重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間では「のれん」

（前第１四半期連結会計期間16百万円）として独立掲記している。

 

（四半期連結損益計算書）

１　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示している。

２　前第１四半期連結累計期間において、のれん償却額及び負ののれん償却額は両者を相殺した差額を「負ののれん

償却額」として表示していたが、のれん償却額について金額的重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間で

は「のれん償却額」（前第１四半期連結累計期間１百万円）を「販売費及び一般管理費」に含めて表示してい

る。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっている。

 

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項なし。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額　　176,253百万円※１　有形固定資産減価償却累計額　　174,831百万円

　２　偶発債務

　保証債務

相手先 摘要 金額（百万円）

（取引先関係） 　 　

㈲キタガワ他24件銀行等借入金 291

計 － 291

　

　２　偶発債務

　保証債務

相手先 摘要 金額（百万円）

（取引先関係） 　 　

㈲キタガワ他24件銀行等借入金 328

計 － 328

　
　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　イ 発送配達費                      2,531 百万円

　ロ 販売諸費                          322  

　ハ 広告宣伝費                        207  

　ニ 社員給料                        1,096  

　ホ 賞与金                            301 

　ヘ 賞与引当金繰入額                  214  

　ト 減価償却費                        161  

　チ 退職給付費用                      208  

　リ 役員退職慰労引当金繰入額            9  

　ヌ 貸倒引当金繰入額                    6

 

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　イ 発送配達費                      2,834 百万円

　ロ 販売諸費                          293  

　ハ 広告宣伝費                        169  

　ニ 社員給料                        1,250  

　ホ 賞与金                            336  

　ヘ 賞与引当金繰入額                  239  

　ト 減価償却費                        174  

　チ 退職給付費用                      197  

　リ 役員退職慰労引当金繰入額           11  

　ヌ 貸倒引当金繰入額                   13  
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

　　結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

　　係（平成21年６月30日現在）

現金及び預金 3,437百万円

　　　計 3,437

預入期間が３か月超の定期預金 △0

現金及び現金同等物 3,436

　

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

　　結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

　　係（平成22年６月30日現在）

現金及び預金 4,171百万円

　　　計 4,171

預入期間が３か月超の定期預金 △60

現金及び現金同等物 4,111

　

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22年６月30日)

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 180,649,898

　
２　自己株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 12,022,959

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 1,192 7.00平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

(注) １株当たり配当額7.00円には特別配当1.00円が含まれている。

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、

 配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　　該当事項なし。

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　
食品事業

(百万円)

飼料事業

(百万円)

倉庫事業

(百万円)

その他

事業

(百万円)

計

(百万円)

消去

又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

　　売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

39,39313,404 938 526 54,262 ― 54,262

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

576 3 297 408 1,285(1,285) ―

計 39,97013,4071,235 934 55,548(1,285)54,262

営業費用 37,16413,167 787 583 51,702(965)50,737

営業利益 2,805 240 448 350 3,845 (319) 3,525

（注）１　事業区分は、売上集計区分によっている。

 ２　各事業の主な製品

     (1) 食品事業…………小麦粉、ミックス、パスタ、植物油、脱脂大豆、コーンスターチ、糖化製品、冷凍

                     食品等

     (2) 飼料事業…………配合飼料、単味飼料、鶏卵他畜産物等

     (3) 倉庫事業…………倉庫業（荷役・保管等）

     (4) その他事業………事業用・商業用ビル等賃貸、保険代理業、自動車等リース業等

 ３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当第１四半期連結会計期間282百

万円であり、その主なものは、企業集団の広告に要した費用、基礎的研究開発費である。

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため、記載を省略している。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略している。
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【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用している。

　

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものである。

　当社は、製品・サービス別の事業部を置き、各事業部はグループ会社を含めた包括的な戦略を立案し、事業

活動を展開している。

　従って、当社は事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「製粉事業」、「油

脂事業」、「ぶどう糖事業」、「家庭用食品事業」、「飼料事業」、「倉庫事業」及び「不動産事業」の７つ

を報告セグメントとしている。

　なお、各報告セグメントが取り扱う製品・サービスは以下のとおりである。

　

　　製粉事業……………業務用小麦粉、業務用プレミックス、冷凍生地、冷凍食品、パン、

　　　　　　　　　　　ふすま等

　　油脂事業……………業務用食用油、業務用食材、大豆蛋白、脱脂大豆、菜種粕等

　　ぶどう糖事業………糖化製品、コーンスターチ等

　　家庭用食品事業……家庭用プレミックス、家庭用小麦粉、家庭用パスタ、家庭用食用油、

　　　　　　　　　　　ギフトセット等

　　飼料事業……………配合飼料、単味飼料、鶏卵他畜産物等

　　倉庫事業……………倉庫業（荷役・保管等）

　　不動産事業…………事業用・商業用ビル等賃貸
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２  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

製粉事業 油脂事業
ぶどう糖
事業

家庭用
食品事業

飼料事業 倉庫事業
不動産
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 13,74511,5397,2486,30613,587 896 420 53,745

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

90 522 420 403 2 275 23 1,738

計 13,83612,0627,6696,70913,5901,171 444 55,483

セグメント利益 881 684 55 334 23 201 257 2,439
　

　 (単位：百万円)

　
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 66 53,812 ─ 53,812

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

387 2,125△2,125 ─

計 453 55,937△2,12553,812

セグメント利益 6 2,445 △238 2,207

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業、自動車等リース業、運

輸事業等を含んでいる。

２  セグメント利益の調整額△238百万円には、セグメント間取引消去△2百万円、全社費用△236百万円が含まれ

ている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない企業集団の広告に要した費用、基礎的研究開発費であ

る。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項なし。

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動はない。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動はない。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動はない。
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(ストック・オプション等関係)

該当事項なし。

　

(企業結合等関係)

該当事項なし。

　

(資産除去債務関係)

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はない。

　

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著し

い変動はない。
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(１株当たり情報)

１ １株当り純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 293.02円
　

　 　

　 297.94円
　

(注)　１株当り純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部
の合計額（百万円）

51,846 53,190

普通株式に係る純資産額（百万円） 49,410 50,762

差額の主な内訳（百万円） 　 　
　少数株主持分 2,436 2,428

普通株式の発行済株式数（株） 180,649,898 180,649,898

普通株式の自己株式数（株） 12,022,959 10,272,949

１株当り純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

168,626,939 170,376,949

　

２ １株当り四半期純利益

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当り四半期純利益 11.64円

潜在株式調整後１株当り四半期純利益は、潜在株式が存
在しないため記載していない。

　

１株当り四半期純利益 5.10円

同左
 

　

(注)　１株当り四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 2,048 865

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 2,048 865

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 176,017,703 169,703,396

　
(重要な後発事象)

該当事項なし。

　

(リース取引関係)

リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついて通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っているが、当第１四半期連結会計期間におけ

るリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動はない。

　

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成21年８月14日

昭和産業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　小　野　信　行　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　内　田　英　仁　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている昭和

産業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、昭和産業株式会社及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

している。

 ２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成22年８月13日

昭和産業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　小　野　信　行　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　内　田　英　仁　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている昭和

産業株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平

成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、昭和産業株式会社及び連結子会社の平成22年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

している。

 ２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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